
羽幌町告示第４２号 

 

入札公告 

 

 下記のとおり、一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）

第167条の６の規定に基づき公告する。 

 

 

  令和６年４月１２日 

羽幌町長  森     淳   

 

記 

 

１ 契約担当部局 

  〒０７８－４１９８ 羽幌町南町１番地の１ 庁舎１階 

  羽幌町町民課環境衛生係（電話 ０１６４－６８－７００３） 

 

２ 入札に付する事項 

（１）入札件名  真空吸引作業車購入 

（２）契約期間  契約の翌日から令和７年３月３１日まで 

（３）概要    入札説明書のとおり 

（４）納入場所  羽幌町役場 

（５）入札方法 

 総価で入札に付する。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10

に相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業

者であるか免税事業であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100に相当

する金額を入札書に記載すること。 

 

３ 入札参加資格 

  入札参加は、次のすべての要件を満たしていること。 

（１）公告日時点において、令和５年～令和６年度羽幌町物品購入等競争入札参加資格

者名簿の、大分類５、中分類２に登録されている者であること。 

（２）地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

（３）公告の日から入札執行日までのいずれの日においても、競争入札参加資格関係事

務取扱要綱（平成 25年羽幌町訓令第 18号）に基づく指名停止を受けていない者であ

ること。 

（４）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては

再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと等、経営状態が著しく不健全



である者でないこと。 

（５）次に掲げる一定の資本関係又は人的関係がある者が同一入札に参加していないこ

と。 

ア 資本関係 

(ｱ) 親会社と子会社の関係にある場合 

(ｲ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

イ 人的関係 

(ｱ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

(ｲ) 一方の会社の役員が、他方の会社の民事再生法第 64条第２項又は会社更 

生法第 67条第１項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

 

４ 入札説明書を交付する場所及び問い合わせ先 

  １に同じ 

 

５ 現場説明会 

行わない。 

 

６ 入札参加申込 

  この入札に参加を希望する者は、３に掲げる入札参加資格を有することの確認を受け

るため、入札説明書で示す書類を次のとおり提出しなければならない。 

（１）提出期限 令和６年４月２４日（水）午後５時００分 

（２）提出場所 １に同じ。 

 

７ 入札の日時及び場所等 

（１）日時及び場所 

令和６年４月３０日（火）午後１時３０分 羽幌町役場 ４階 第 1会議室 

（２）開札 

入札終了後直ちに（１）の場所にて行う。 

（３）入札書の提出方法 

入札書を持参し投函すること。（郵送又はファクシミリによる入札は認めない。） 

 

８ 入札の無効 

  この公告において示した入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の

記載をした者の入札及び羽幌町競争入札参加者心得において示した条件等入札に関す

る条件に違反する者のした入札は無効とし、これらの入札を行った者を落札者としてい

た場合には落札決定を取り消す。 

  なお、町長により入札参加資格のある旨を確認された者であっても、入札時点におい

て３に掲げる資格のない者のした入札は無効とする。 

 

９ 入札手続等 

（１）入札保証金  要する。ただし、羽幌町契約規則（昭和40年羽幌町規則第４

号）第８条の規定に該当する場合は免除する。 



（２）契約保証金  要する。 

（３）契約書作成の要否  要する。 

（４）落札者の決定方法 

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 

（５）予定価格  非公表 

（６）最低制限価格の設定  無 

（７）支払条件  後払いとする。 

（８）詳細は入札説明書による。 


